
16．学芸員資格取得について

平成16年度以降入学者用

１ 学芸員の職務

博物館法に基づく博物館及び博物館相当施設において，博物館資料の収集，保管，展示及び調査研究と関連する事

業についての専門的事項をつかさどる。

２ 学芸員の資格

学士の学位を有する者で，大学において文部省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したものは，学芸員と

なる資格を有する。

３ 博物館に関する科目

平成１６年度以降入学生は，次の表に従って履修すること。

表の内容（授業科目，開講時限等）の変更及び未定の部分は掲示にてお知らせします。【注】

学芸員資格取得希望者は必ずこまめに掲示板をチェックするよう心がけてください。

本学における授業科目
博物館法施行規則に

定める科目 備 考

必要単位数科 目 授 業 科 目 名単位数

博物館概論 ２ 博物館学１ ２ ★博物館実習履修のための修得必要科目

博物館資料論 ２ 博物館学２ ２ ★博物館実習履修のための修得必要科目

博物館経営論 １ 博物館学３ ２ ★博物館実習履修のための修得必要科目

博物館情報論 １

教育学概論 １ いずれも教育学部開講科目平成16,17年度入学者

： 教育学概説 「教育 教育学概説（前期･集中<１年次～>）「 」

社会学 「教育法制論」 平成16,17年度入学者：講義番号 020007」

「人権・同和教育Ｂ」 平成18～21年度入学者：講義番号 025006

（ ）必 のうち から１科目 学校と教育の歴史③ 後期･金曜･２時限<１年次>

平成22年度入学者：講義番号 027502平成18～20年度入学者

： 教育学概説 「人権「 」

）修 ・同和教育」のうちか 人権･同和教育Ｂ②(後期･水曜･３時限<１年次～>

ら１科目 平成16,17年度入学者：講義番号 020037

２ 人権･同和教育②（後期･水曜･３時限<１年次～>）平 成 2 1 年 度 入 学 者

科 ： 教育学概説」 平成18～20年度入学者：講義番号 025040「

平 成 2 2 年 度 入 学 者

： 学校と教育の歴史」 以下は平成16,17年度入学者のみ「

目 教育社会学①（前期･月曜･４時限<２年次～>）

講義番号 020027

教育社会学②（後期･月曜･４時限<２年次～>）

講義番号 020028

教育法制論（後期･月曜･２時限<２年次～>）

講義番号 020030

生涯学習概論 １ ２ 教育学部開講科目平成16,17年度入学者

： 社会教育概論」 社会教育概論（前期･月曜･５時限･<１年次～>）「

平成16,17年度入学者：講義番号 020029平成18～22年度入学者

： 生涯学習社会論」 生涯学習社会論（前期･月曜･４時限･<２年次～>）「

平成18～22年度入学者：講義番号 025045

視聴覚教育メ １ 視聴覚教育メディア論 ２ 教育学部開講科目<２年次～>

ディア論 平成16,17年度入学者：講義番号 022817

平成18～21年度入学者：講義番号 026006

【開講時期未定：後日掲示します 】。

※22年度入学者については，後日掲示します。

博物館実習 ３ 博物館実習 ３ ・文学部人文学科，教育学部及び理学部の学生で

本備考欄の "★博物館実習履修のための修得必要

科目" を全て修得した者の中から40名が受講でき

る。40名を超える場合は，"★博物館実習履修の

（次頁に続く）



ための修得必要科目" の合計10単位（平成20

年度以降入学者にあっては合計12単位）の成績平

均点により選抜する。

・実習内容については，文学部専門教育科目シラ

バスを参照すること。

・次頁（注）をよく確認すること。

選 文化史・美術 人類学 左記のうちから を選択すること。３科目６単位

◎重複履修可の科目を複数回修得しても１科目の択 史・考古学 日本史概説１

科 日本史概説２ （例：選択科目修得と数えるので注意すること。

目 アジア史概説１ 中「日本史概説１」を２回 「アジア史概説１」，

アジア史概説２ を１回修得したとすると，単位数は６単位修得し

西洋史概説１ ているが，科目数は２科目となり，科目数が不足

西洋史概説２ ６ していることになる ）。

考古学概説１

考古学概説２ ★博物館実習履修のための修得必要科目

文化人類学概説１ 必要な科目数及び単位数：

文化人類学概説２ 平成16～19年度入学者：２科目４単位

美術史概説１ 平成20～22年度入学者：３科目６単位

美術史概説２

（注）博物館実習の履修手続について

博物館実習の履修を希望する学生は，上表備考欄の "★博物館実習履修のための修得必要科目" を全て修得した

者とし，履修登録とは別に履修を希望する年度の４月に履修希望願を提出しなければならない。

履修希望願の提出期限については，毎年度掲示により指示する。

履修許可の認定は，文学部学芸員課程専門委員会において行い，その結果については掲示により通知する。

履修を許可された者は，その年度に「博物館実習」の履修登録を行わなければならない。

（ ）前頁より
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